
自
治
宝
く
じ
助
成
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
備
品
を
整
備

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
健
全
な
発
展
を
図
る
た
め
、
今
年
度
も
全
国
自
治
宝
く
じ
に
よ
る
備

品
、
設
備
の
助
成
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

町
内
の
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
協
議
会
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
祭
り
、
各
種
教
室
な
ど

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
推
進
に
活
用
し
て
い
ま
す
。

（
整
備
備
品
）

●
石
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
協
議
会

バ
ッ
テ
リ
ー
動
力
噴
霧
器
、
エ
ン
ジ
ン
チ
ェ
ン

ソ
ー
、
ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
・
レ
シ
ー
バ
ー
セ

ッ
ト
、
液
晶
テ
レ
ビ
、
ア
ル
マ
イ
ト
寸
胴
鍋
、

電
気
工
具
セ
ッ
ト

●
多
功
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
協
議
会

グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ
セ
ッ
ト
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
機
、

液
晶
テ
レ
ビ

●
坂
上
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
協
議
会

液
晶
テ
レ
ビ
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
レ
コ
ー
ダ
ー

●
本
郷
北
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
協
議
会

一
輪
車
、
シ
ョ
ル
ダ
ー
大
型
メ
ガ
ホ
ン
、
シ
ュ

レ
ッ
ダ
ー
、
将
棋
セ
ッ
ト
、
か
き
氷
機
、
笛
、

乗
馬
・
波
乗
り
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
機
器

▼
問
い
合
せ
先
＝
総
務
課
　
自
治
行
政
係
　
1
%6
９
１
１
６

5 広報かみのかわ　19.11.1

給与所得者の個人町県民税について
給与所得者の個人町県民税については、給与支払者（事業者）が、給与の支払をする際に、毎月徴収

して、町に納入することになっています。【特別徴収の制度】

従業員の所得税は給与から
源泉徴収しているけれども、
個人町県民税は徴収していな
いということはありませんか。
このような給与支払者（事業
者）は町の税務課にご相談く
ださい。なお、ご相談がない
ところには、個人町県民税の
特別徴収を行っていただくよ
う、県税事務所と協働で対応
させていただくことがありま
す。

宝くじ助成事業で整備された一輪車

宝
く
じ
助
成
事
業
と
は
…

財
団
法
人
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
を

行
う
市
町
村
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
、
自
主
防
災
組
織

な
ど
を
対
象
に
、
備
品
な
ど
の
整
備
に
助
成
を
行
い
、
住
民
の

行
う
自
主
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
健
全
な
発
展
を
推
進
す

る
と
と
も
に
宝
く
じ
の
普
及
広
報
を
行
う
事
業
で
す
。

宝
く
じ
助
成
事
業
で
整
備
さ
れ
た
備
品
等
に
は
、
上
記
の
ス

テ
ッ
カ
ー
が
表
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

▼問い合せ先＝税務課　住民税係　1%6９１２２

①　給与支払報告書の提出（1月31日まで） 

③　特別徴収税額の通知（5月31日まで） 

⑤　税額の納入（翌月10日まで） 

④　給与の支払いの際に税額を徴収 
　　（6月から翌年の5月までの毎月の給与支払日） 

③ 

給　与　所　得　者 
（納　　税　　者） 

給
　
与
　
支
　
払
　
者 

（
特
別
徴
収
義
務
者
） 

上
　
三
　
川
　
町 

②
　
税
額
の
計
算 


